
 

 

  

  

 

広報まちだに広告を掲載しませんか  

２０２４年４月１５日号 掲載広告募集中 

 

 広報まちだでは、市民生活に関連の深い広告を掲載しています。発行部数は約９万部で、市内

全域に新聞折り込みを中心に配布しており、大きな宣伝効果が期待されます。 

 

 

１．募集期間等 

・募集期間：２０２４年２月７日（水）～ ３月４日（月）※必着 延長しました 

・募集対象：２０２４年４月１５日号（全３枠） 

１事業者あたり、１枠まで申し込みが可能です。 

募集対象枠数以上のお申込みがあった場合は、募集期間終了後に市内に事業所を有す

る事業主を優先の上、抽選とさせていただきます。 

 

※２０２４年５月１日号以降の広告掲載は、フレックス株式会社にて受付を行う予定

です。連絡先等の情報は、２０２４年４月以降に町田市ホームページにてご案内いた

します。 

 

 

２．応募資格など 

 市内または近隣市に事業所を有する事業主等（掲載については、市内に事業所を有する事業

主が優先されます）。ただし、町田市有料広告掲載取扱要綱第３（１）～（８）に該当するもの

は掲載できません。 

 

 

３．広告掲載料・規格等 

１枠の大きさ 金額 募集枠数 

縦４２ｍｍ 

横８０ｍｍ 

１枠につき 

５万円 

全３枠 

※１事業者あたり、１枠まで申し込み

が可能です。２枠分を繋げて掲載する

ことはできません。 

 

広報まちだ 広告募集案内 



 

 

４. 広告原稿データの作成 

・ 広告原稿は広告掲載決定後、２０２４年３月２７日(水)までに、完全版下をデジタルデータ（イ

ラストレーターＣＳ６まで、ａｉまたはＥＰＳ形式、アウトライン済みのもの）にて作成し、

提出してください。なお、版下作成費用は広告主の負担になります。 

・  ＷｏｒｄやＥｘｃｅｌのファイル形式での提出はできません。 

・  提出されたデータの修正等は一切行いません。 

・  広告を作成する際は、広告枠の外周がわかるように、黒線で囲って作成してください。 

 

５．掲載位置など 

 広報まちだ各号最終面の下部 

 

６. 注意事項 

・ 結果は応募されたすべての方に通知します。 

・  指定された期日までに版下原稿が提出されないとき、または広告掲載料が納入されないとき

は、広告の掲載は取り消されます。 

・  掲載位置の指定はできません。 

・  広告には必ず事業所名、電話番号を明記してください。 

・  「町田市暴力団排除条例に基づく誓約書」に押印いただくものは、代表者様の認印や社印で構

いません（担当者様の印を押さないようにご注意ください）。 

・  ホームページに掲載されるＰＤＦ版には広告は掲載されません。 

 

７．応募方法 

 「町田市有料広告掲載申込書」「町田市暴力団排除条例に基づく誓約書」に記入（誓

約書には押印）し、原稿案を添付して、募集期間内に町田市広報課まで直接または郵送

でお申し込みください。 

 

※申し込みの際は、町田市ホームページ内【町田市有料広告掲載取扱要綱】及び【町田市広告掲載

基準】をご確認ください。 

 

＜問合せ先＞ 

町田市政策経営部広報課 冨山・吉野 

〒１９４－８５２０ 

町田市森野２-２-２２ 

電話：０４２-７２４－２１０１ 


